
議案第８７号

渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定する。

令和３年９月２１日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例

渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年渋川市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

第１条及び第５条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」

に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。



渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人
情報の提供に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の 第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第 利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第

９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第１９条第１１号に基づく特定 ９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第１９条第１０号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供）

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供することが 第５条 法第１９条第１０号の条例で定める特定個人情報を提供することが

できる場合は、別表第３の第１欄に掲げる情報照会機関が、同表の第３欄 できる場合は、別表第３の第１欄に掲げる情報照会機関が、同表の第３欄

に掲げる情報提供機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するため に掲げる情報提供機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において に必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において

、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するとき 、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するとき

とする。 とする。

２ （略） ２ （略）
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